
　社労士社会政策研究会は、「労働法制・労務管
理」及び「年金・社会保障」に関連する研究発表
の場の継続的な提供、研究成果の普及・発信を行
い、企業の健全な発達や労働者等の福祉の向上に
寄与するとともに、社労士の地位向上に貢献する
ことを目的として開催しております。
　第一部、基調講演では、「社労士とSDGs」をテ
ーマに、持続可能で魅力ある企業と社会の実現に
向けて、社労士がその専門分野において果たす役
割について、連合会が予てより検討を進めている

「労働に関するCSR」（※）の推進活動の必要性を含
めた講演をいただきました。また、研究成果発表
では、「第１回社労士研究助成制度」対象者であ
る後藤信二先生による、社労士の労務監査への一
層の関与の促進を図るための活動及び課題につい
ての発表が行われました。
　第二部、分科会では、３つのテーマによる発表
が行われました。テーマ①では、「社労士診断認
証制度」が、社労士が関与する「経営労務診断」、

「経営労務監査」業務への将来的な拡がりに繋が
る事業であることが述べられ、その道筋について
の報告がなされました。テーマ②では、政府の
IT戦略や働き方改革に密接に関連する「テレワ
ーク」をテーマに、その現状と、労務管理の専門
家である社労士の視点による分析と問題点につい
ての報告がなされました。テーマ③では、先の基
調講演と関連したSDGｓについて、社会保障及
び社会貢献的な視点から、社労士の日々の活動や
取組みが、これらの活動の推進に深く結びついて
いることが報告されました。
　このほか、村田毅之社労士総研所長より、本研究会に関連す
る「社労士研究助成制度」についての説明がなされました（制
度詳細は次頁「社労士研究助成制度募集のご案内」参照）。

今回の研究会の模様は、連合会HPにて公開予定です
（１月下旬予定）。

（ ）

（※）連合会HP会員専用ページでは、「労働CSRガイドブック」
を公開しています（ダウンロード可）。

会員専用ページ：資料・頒布物→無料ダウンロード
　 URL：https://www.shakaihokenroumushi.jp/members/
　　  　  document/tabid/363/Default.aspx#kenshu

第３回 社労士社会政策研究会を開催
～社労士の学術的知見を共有し、研究成果の対外的発信を目指す～

　連合会は、昨年12月３日（木）、「第３回社労士社会政策研究会」を開催しました。今回は、
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、初の「インターネットライブ配信」による実施と
なり、全国から500名近い会員の皆様にご参加いただきました。

プログラム

【第１部】

【基調講演】
　テーマ：社労士とＳＤＧｓ
　　　　　～持続可能で魅力ある企業と社会のために～
　講演者：日本ILO協議会企画委員　熊谷　謙一

【研究成果発表】
　テーマ：公的組織における内部統制と
　　　　　労務監査の現状と展望
　発表者：後藤　信二（東京会） 

〇研究助成制度に関する説明
　説明者：社労士総研所長　村田　毅之 

【第２部　分科会】

　テーマ①連合会が進める「社労士診断認証制度」
　報告者：林　智子（東京会）　
　進　行：大橋　弘枝（東京会）

　テーマ②テレワーク時の労務管理
　報告者：川澄　佳美（東京会）
　進　行：佐川　陽子（神奈川会）
　コメンテーター：山崎　憲（明治大学大学院 
　　　　　　　　　　　　　　経営学研究科准教授）

　テーマ③「すべての人に健康と福祉を」
　　　　　～ＳＤＧｓと社労士の関わり～
　報告者：木村　辰幸（東京会）
　進　行：原　佳奈子（東京会）
　コメンテーター：田川　勝久（東京会）

社会保険労務士総合研究機構
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　「働き方改革関連法」が順次施行され、国民から
社労士に対して向けられる労働管理の専門家として
の期待が一層高まっていることは、皆様も常日頃か
ら感じておられることと存じます。一方で、コロナ
禍における経済社会活動の大きな変化の中で、制度
設計だけでは解決できない経営者・労働者双方の

「働き方」に対する意識改革の必要性や人材育成に
関する問題など、社労士として考えるべき課題が山
積していることも事実です。
　また、社会保障分野においても、少子高齢化や多
様なライフスタイルに対応した、全ての世代が安心
できる「全世代型社会保障制度」への取り組みが加
速する中で、制度の正しい情報発信のあり方など、

「働き方改革」と同様に問題意識をもって目を向け
なければなりません。
　「労働」「社会保障」に関する専門職能を有する社
労士として、これらの課題に対し常に問題意識をも
ち、「どうあるべきか」を考え、社労士会内外に発
信していくことが強く求められていると考えます。
　そのような状況下、連合会では、日々研鑽を積ま
れている皆様を支援するため、昨年に引き続き研究

　１．対象者

　社会保険労務士で、「労働法制・労務管理」「年金・社会保障」に関する領域を研究する個人またはグループ
（グループの場合、全員が社会保険労務士であることとする。）

　２．募集テーマ

　①「労働法制・労務管理」もしくは、②「年金・社会保障」に関するもの

　３．研究助成費　

　20万円

　４．研究助成の申請方法　　

　研究助成申請書（様式１号）及び研究計画書（様式２号）に必要事項を記入し、2021年２月26日㈮までに、
全国社会保険労務士会連合会　社会保険労務士総合研究機構宛にＥメールで送信してください（Ｅメール受信
時刻が期限内であること。提出期限を過ぎたものは一切受け付けません。）。
　なお、申請書様式は、連合会ホームページよりダウンロードをお願いいたします。
　　▶申請書類送付先アドレス：souken@shakaihokenroumushi.jp　　

助成制度を設けることといたしました。
　本制度は、年に１度研究費の助成希望者を募集す
ることとしており、ご提出いただいた研究計画書等
の申込書類に基づき、連合会に設置する「社労士社
会政策研究会運営委員会」の委員に有識者を加えた
メンバーで選考を行います。選考を通過した研究に
つきましては、その成果を提出期限までにご提出い
ただき、内容について審査の上、「可」とされたも
のにつきましては、研究助成費が支払われることと
なります。
　つまり、「入口」である申請書類での選考と、「出口」
である研究成果の内容の審査、２つの関門を通過して
はじめて研究助成費が支払われる仕組みとなってお
ります。
　また、本制度は、助成費が支払われるだけでなく、
連合会ホームページ等での公開や製本版を作成し配
布するほか、「社労士社会政策研究会」で研究報告
を行っていただくことも想定しております。
　ぜひ、本制度の趣旨にご賛同いただき、奮ってご
応募いただければ幸いです。　

社労士研究助成制度  募集のご案内

令和３年度   社労士研究助成制度応募要領
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　５．選考結果の通知　　

　連合会に設置する「社労士社会政策研究会運営委員会」（以下「運営委員会」という。）による厳正な選考の
うえ、2021年３月31日㈬までに申請者全員に選考結果を通知いたします。

＜選考基準＞
 　　　　　 １．社労士法１条の精神に照らし、企業の健全な発達や労働者等の福祉の向上に
 　　　　　 　　寄与するとともに、社労士の地位向上に貢献する内容であるか。
　 　　　　 ２．先見性に富んだ内容であるか。
　　 　　　 ３．実現性のある研究計画であるか。

　６．研究成果（論文）の提出

　選考の結果、研究助成の対象となった場合、研究成果（論文）を、全国社会保険労務士会連合会 社会保険労
務士総合研究機構宛に提出していただきます（下記７参照）。提出期限は、2022年３月31日㈭必着とします。
　　①文字数
　　　30,000～100,000字程度

　　②提出形式
　　　パソコンで作成し、Ａ４判横書でプリントアウトし、提出してください。
　　③その他

　執筆要領（詳細）については研究助成の対象となった方に別途お知らせします。

　７．研究成果（論文）の提出先

　全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士総合研究機構
　〒103-8346　東京都中央区日本橋本石町３－２－12　社会保険労務士会館10階
　※郵送の場合、封筒の表面左下に「研究成果（論文）在中」と記入すること。

　８．研究成果（論文）の審査　　

　提出いただいた研究成果（論文）は、以下の評価基準に基づき、運営委員会において厳正に審査いたします。
審査の結果は、連合会から直接通知いたします。

＜研究成果（論文）の審査基準＞
 　 　　　　１．設定したテーマにおける先行研究を十分に踏まえているか。
　  　　　　２．説得力のある論理展開をしているか。
　  　　　　３．新たな知見を提示しているか。
　　  　　　４．研究目的が達成されているか。
　　 　 　　５．誤字脱字の有無、文章表現の巧拙等や、執筆要領に即した論文となっているか。
 

※句読点は文字数にカウントしてください。
※参考文献は、必ず明記してください。なお、文末に参考文献を列記する場合、文字数のカウント外としてください（文末に文字数

を明記してください）。
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　９．研究助成費の支払　　

　運営委員会における審査において、「可」とされたものについては、研究助成費が支払われます。審査結果
によっては、若干の加筆、修正等を条件に、研究助成費を支払うこととする場合があります。
　なお、研究助成費は原則研究代表者に一括して支払われますが、グループ研究については、研究代表者が指
定する割合で支払うことも可能です。

　10．研究成果（論文）の公表　　

　研究成果（論文）については、その旨の要旨等を、『月刊社労士』や当連合会のホームページ等で公開する
ほか、製本版を都道府県社会保険労務士会等へ寄贈するとともに、研究助成対象者については、連合会が主催
する「社労士社会政策研究会」にご登壇いただき、研究報告を行っていただくことを想定しています。

　11．留意事項　

①　以下ア～ウのものは対象外とします。
　ア．他の助成制度から助成されているもの、若しくはその予定があるもの。
　イ．他の機関に既に提出されたもの、若しくはこれから提出するもの（修士論文等）。
　ウ．過去に本助成制度において既に選考を受けたもの（助成対象、助成対象外に同じ）。

　　なお、上記ア～ウに該当するものと同一のテーマに関するものであっても、新たな研究と認められるもの
については、応募対象とします。その場合、ア～ウに該当する研究と新たな研究の相違点を明示すること。

②　１人（１グループ）につき、同一年度での応募可能点数は１点とします。
③　連続して応募することは可能ですが、新規応募者を優先します。
④　選考及び審査結果に関する照会には応じられませんので、あらかじめご了承ください。

＜助成制度申請から助成費支払いまでの流れ＞

連合会
（運営委員会）

申請書類選考

申請者

提出

提出

申請書類作成

研究開始

研究成果（論文）完成

審査結果に基づき、
助成費支払、加筆、修正等

連合会HP等で研究成果（論文）、製本版の配布
「社労士社会政策研究会」での発表

研究論文執筆

審査

結果通知

結果通知

選外となったものに
ついては助成不可
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